
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
誘電異方性が負の液晶からなる液晶層が一対の基板間に挟持され、
　透過表示を行なう透過表示領域と反射表示を行なう反射表示領域とからなる略矩形のド
ット領域が、画像表示領域内に複数マトリクス状に配列形成され、
　複数の前記ドット領域のうち第一のドット領域は、少なくとも該第一のドット領域の短
辺に沿う方向と長辺に沿う方向のいずれか一方の方向に該第一のドット領域に隣接する第
二のドット領域と第三のドット領域とに挟まれており、
　前記第一のドット領域と前記第二のドット領域との間には第一のドット間領域を有し、
前記第一のドット領域と前記第三のドット領域との間には第二のドット間領域を有し、
　前記第一のドット領域と前記第二のドット領域の透過表示領域は前記第一のドット間領
域を挟んで対向配置され、
　前記第一のドット領域と前記第三のドット領域の反射表示領域は前記第二のドット間領
域を挟んで対向配置されたことを特徴とする、液晶表示装置。
【請求項２】
前記透過表示領域が複数の前記ドット領域の一つの長辺と二つの短辺とのいずれにも接し
て配置されたことを特徴とする、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
前記第一乃至第三のドット領域が並んでいる方向に対して、略垂直方向に前記第一のドッ
ト領域と隣接している第四のドット領域の反射表示領域は、前記第一のドット間領域側に
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設けられ、前記第四のドット領域の透過表示領域は、前記第二のドット間領域側に設けら
れたことを特徴とする、請求項１または２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
誘電異方性が負の液晶からなる液晶層が一対の基板間に挟持され、
　透過表示を行なう透過表示領域と反射表示を行なう反射表示領域とからなる略矩形のド
ット領域が、画像表示領域内に複数マトリクス状に配列形成され、
　前記透過表示領域と前記反射表示領域のうち一方の表示領域が前記ドット領域の３つの
端辺に接するように平面視コ字形に設けられ、他方の表示領域が前記ドット領域の他の端
辺に接するように設けられ、
　前記他の端辺に沿った方向に互いに隣接する２つのドット領域の前記コ字形の向きが互
いに逆方向になっていることを特徴とする、液晶表示装置。
【請求項５】
前記他の端辺は前記ドット領域の長辺であることを特徴とする、請求項４に記載の液晶表
示装置。
【請求項６】
誘電異方性が負の液晶からなる液晶層が一対の基板間に挟持され、
　透過表示を行なう透過表示領域と反射表示を行なう反射表示領域とからなる略矩形のド
ット領域が、画像表示領域内に複数マトリクス状に配列形成され、
　前記透過表示領域と前記反射表示領域のうち一方の表示領域は、前記ドット領域の４つ
の端辺のうちいずれか１つの端辺と接している複数の表示領域を有し、
　前記ドット領域の２組の相対する端辺各々に、前記複数の表示領域のうちいずれか一つ
が接して設けられていることを特徴とする、液晶表示装置。
【請求項７】
請求項１～６のいずれかの項に記載の液晶表示装置を備えたことを特徴とする、電子機器
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置及び電子機器に関し、特に反射モードと透過モードの双方で表
示を行う半透過反射型の液晶表示装置において、高輝度、高コントラスト、広視野角の表
示が得られる技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　明るい場所では反射型液晶表示装置と同様に外光を利用し、暗い場所ではバックライト
等の内部光源により表示を視認可能にした液晶表示装置が提案されている。つまり、この
液晶表示装置は、反射型と透過型を兼ね備えた表示方式を採用しており、周囲の明るさに
応じて反射モード、透過モードのいずれかの表示方式に切り替えることで消費電力を低減
しつつ周囲が暗い場合でも明瞭な表示を行うことができ、携帯機器の表示部に好適なもの
である。以下、本明細書では、この種の液晶表示装置のことを「半透過反射型液晶表示装
置」という。
【０００３】
　このような半透過反射型液晶表示装置としては、上基板と下基板との間に液晶層が挟持
されるとともに、例えばアルミニウム等の金属膜に光透過用の開口部を形成した反射膜を
下基板の内面に備え、この反射膜を半透過反射板として機能させる液晶表示装置が提案さ
れている。この場合、反射モードでは上基板側から入射した外光が、液晶層を通過した後
に下基板の内面の反射膜で反射され、再び液晶層を通過して上基板側から出射され、表示
に寄与する。一方、透過モードでは下基板側から入射したバックライトからの光が、反射
膜の開口部から液晶層を通過した後、上基板側から外部に出射され、表示に寄与する。し
たがって、反射膜の形成領域のうち、開口部が形成された領域が透過表示領域、その他の
領域が反射表示領域となる。
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【０００４】
　ところが、従来の半透過反射型液晶表示装置には、透過表示での視角が狭いという課題
があった。これは、視差が生じないよう液晶セルの内面に半透過反射板を設けている関係
で、観察者側に備えた１枚の偏光板だけで反射表示を行わなければならないという制約が
あり、光学設計の自由度が小さいためである。そこで、この課題を解決するために、特許
文献１では、垂直配向液晶を用いる新しい半透過反射型液晶表示装置が提案されている。
その特徴は、以下の３点である。
（１）誘電異方性が負の液晶を基板に対して垂直に配向させ、電圧印加によってこれを倒
す「ＶＡ（ Vertical Alignment）モード」を採用している点。
（２）透過表示領域と反射表示領域の液晶層厚（セルギャップ）が異なる「マルチギャッ
プ構造」を採用している点。
（３）透過表示領域を正八角形又は円とし、この領域内で液晶が等方的に倒れるように対
向基板上の透過表示領域の中央に突起を設けている点。すなわち、「配向分割構造」を採
用している点。
【０００５】
　一方、透過型カラー液晶表示装置では、垂直配向モードを採用し様々な形状の電極スリ
ット，突起等の配向制御手段を設けることによりマルチドメイン化し、広視野角を実現す
る方法が知られている（例えば、特許文献２～４）。
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－３５０８５３号公報
【特許文献２】特開平７－２８０６３号公報
【特許文献３】特開平１１－２５８６０６号公報
【特許文献４】特開２００１－１５４２００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、電極スリットや突起での配向制御ではその部分の液晶を完全に倒すこと
が難しいため、透過率が低くなるという問題があった。これは、配向制御手段を複雑にし
てスリットや突起の占める面積を多くすれば一層その影響は強くなる。また、マルチギャ
ップ構造の形成されたアレイ基板に電極スリットを形成する場合には、そのスリットの加
工が難しく断線等が生じる虞がある。
【０００８】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、半透過反射型液晶表示
装置において、残像等の表示不良が抑えられ、さらには高輝度化、高コントラスト化が可
能な液晶表示装置を提供することを目的とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明の液晶表示装置は、誘電異方性が負の液晶からな
る液晶層が一対の基板間に挟持され、透過表示を行なう透過表示領域と反射表示を行なう
反射表示領域とからなる略矩形のドット領域が、画像表示領域内に複数マトリクス状に配
列形成され、複数の前記ドット領域のうち第一のドット領域は、少なくとも該第一のドッ
ト領域の短辺に沿う方向と長辺に沿う方向のいずれか一方の方向に該第一のドット領域に
隣接する第二のドット領域と第三のドット領域とに挟まれており、前記第一のドット領域
と前記第二のドット領域との間には第一のドット間領域を有し、前記第一のドット領域と
前記第三のドット領域との間には第二のドット間領域を有し、前記第一のドット領域と前
記第二のドット領域の透過表示領域は前記第一のドット間領域を挟んで対向配置され、前
記第一のドット領域と前記第三のドット領域の反射表示領域は前記第二のドット間領域を
挟んで対向配置されたことを特徴とする。
【００１９】
　なお、本発明の液晶表示装置は垂直配向モードを採用する以外、その構造は特に限定さ
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れず、単純マトリクス型、アクティブマトリクス型のいずれの構造を採用してもよい。ま
た、前記一対の基板のうちのいずれか一方の基板の内面にカラーフィルタを設けてカラー
表示を行なってもよい。
【００２０】
　本発明の電子機器は上述の液晶表示装置を備えたことを特徴とする。この構成によれば
、使用環境によらずに明るく、高輝度、高コントラスト、広視野角の液晶表示部を備えた
電子機器を提供することができる。
【００２１】
　［第１実施形態］
　以下、図１～図５を参照しながら本発明の第１実施形態に係る液晶表示装置について説
明する。図１は本実施形態の液晶表示装置の概略構成を示す斜視図、図２はその要部平面
図、図３はその要部断面図、図４はその作用を説明するための断面図、図５は液晶分子の
配向状態を示す平面図である。なお、以下の各図においては、各層や各部材を図面上で認
識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならせてある。また、本明
細書では、液晶装置を構成する各部材において液晶層側に配置された面を「内面」、それ
と反対側の面を「外面」という。
【００２２】
　まず、図１，図２に基づいて本実施形態の液晶表示装置の概略構成について説明する。
　本実施形態の液晶表示装置は単純マトリクス型の液晶表示装置であり、基板１１０，１
２０には、それぞれ電極１１３，１２３がストライプ状に複数配列形成されている。電極
１１３，１２３はそれぞれＸ方向、Ｙ方向に延在して設けられ、これらの交差する略矩形
の領域によって１つのドット領域が構成される。そして、このドット領域がマトリクス状
に複数配列して画像表示領域が構成される。なお、図２において電極１１３間及び電極１
２３間の領域をそれぞれ符号Ｅ１，Ｅ２で示しており、各ドット領域は平面視でこれらの
領域Ｅ１，Ｅ２によって区画された状態となっている。
【００２３】
　下基板１１０と下電極１１３との間には反射膜１１１が設けられており、１ドット領域
においてこの反射膜１１１の形成された領域が反射表示領域Ｒとなり、それ以外の領域が
透過表示領域Ｔとなる。この反射膜１１１はＸ方向に延在して設けられるとともにＹ方向
に複数配列形成されており、上述の下電極１１３は対応する反射膜１１１を覆う形で形成
されている。なお、反射膜１１１のＹ方向の幅は透過表示領域Ｔと反射表示領域Ｒの開口
比率に応じて任意に設定できるが、透過表示領域と反射表示領域とを略同じ大きさとする
場合には、その幅は下電極１１３のＹ方向の幅の半分程度に設定される。
【００２４】
　また、本実施形態では、Ｘ方向に隣接するドット領域の透過表示領域Ｔ同士又は反射表
示領域Ｒ同士が領域Ｅ１を挟んで対置されるように、反射膜１１１は領域Ｅ１を挟む位置
に対を成して形成されている。つまり、領域Ｅ１を挟んでＸ方向に隣接する２つのドット
領域を擬似的に１つのグループ領域とみた場合に、下基板１１０にはこのグループ領域が
領域Ｅ１及び領域Ｅ２を挟んでＸ方向及びＹ方向複数配列形成された状態となっており、
各グループ領域のＸ方向における両端部にそれぞれ反射膜１１１が配置されている。これ
により、グループ領域のＸ方向における中央部には領域Ｅ１を挟む位置に２つの透過表示
領域Ｔが形成され、グループ領域のＸ方向における両側部には２つの反射表示領域Ｒが形
成される。
【００２５】
　また、上基板１２０と電極１２３との間にはカラーフィルタ１２１Ｒ（赤），１２１Ｇ
（緑），１２１Ｂ（青）からなるカラーフィルタ層１２１が設けられている。これらのカ
ラーフィルタ１２１Ｒ～１２１ＢはそれぞれＸ方向にストライプ状に複数配列形成されて
おり、上述の上電極１２３は対応するカラーフィルタを覆う形で形成されている。
　また、下基板１１０の外面側にはバックライト１５０が配置されている。
【００２６】
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　次に、図３に基づいて本液晶表示装置の断面構造について説明する。図３は図２のＡ－
Ａ′線に沿う２ドットの断面図であり、上述したグループ領域の断面構造を示している。
　図３に示すように、下基板１１０とこれに対向配置された上基板１２０との間には、初
期配向状態が垂直配向状態を呈する誘電異方性が負の液晶からなる液晶層１３０が挟持さ
れている。
【００２７】
　ガラス，石英，プラスチック等の透光性部材からなる下基板１１０の上にはＡｌ（アル
ミニウム），Ａｇ（銀）等の高反射率の金属反射膜１１１が形成されている。上述したよ
うに、反射膜１１１の形成領域が反射表示領域Ｒとなり、反射膜１１１の非形成領域が透
過表示領域Ｔとなる。
【００２８】
　基板１１０の上には、反射表示領域Ｒに対応する位置に液晶層の層厚を薄くするような
厚みを有した絶縁膜１１２が形成されている。絶縁膜１１２は例えば膜厚が２μｍ±１μ
ｍ程度のアクリル樹脂等の有機膜からなり、反射表示領域Ｒと透過表示領域Ｔとの境界付
近において、自身の層厚が連続的に変化するべく傾斜面１１２ａを有している。絶縁膜１
１２が存在しない部分の液晶層１３０の厚みが２～６μｍ程度であるから、反射表示領域
Ｒにおける液晶層１３０の厚みは透過表示領域Ｔにおける液晶層１３０の厚みの約半分と
なる。つまり、絶縁膜１１２は、自身の膜厚によって反射表示領域Ｒと透過表示領域Ｔと
の液晶層１３０の層厚を異ならせる液晶層厚調整層として機能している。
【００２９】
　本実施の形態の場合、絶縁膜１１２の上部の平坦面の縁と反射膜１１１（反射表示領域
）の縁とが略一致しており、傾斜面１１２ａは透過表示領域Ｔに含まれることになる。ま
た、液晶層厚調整層は反射表示領域Ｒに対応して厚く形成されるものであるが、透過表示
領域Ｔにも薄く形成されて存在する場合もある。また、本実施例では反射膜１１１を絶縁
膜１１２（反射表示領域に対応した液晶層厚調整層）の下に形成したが、絶縁膜１１２の
平坦面上、即ち絶縁膜１１２と透明導電膜からなる下電極１１３との間に設けてもよい。
従って、反射表示領域Ｒに対応した絶縁膜１１２とは、透過表示領域Ｔより反射表示領域
Ｒの液晶層の層厚を薄くさせている（或いは、透過表示領域Ｔにおける層厚より反射表示
領域Ｒにおける層厚を厚くした）絶縁膜を示すものである。
【００３０】
　そして、絶縁膜１１２の表面を含む基板１１０の表面には、ＩＴＯ（インジウム錫酸化
物）等の透明導電膜からなる下電極１１３と垂直配向膜１１４とが順次形成されている。
【００３１】
　一方、ガラス，石英，プラスチック等の透光性部材からなる上基板１２０の内面側には
カラーフィルタ層１２１が設けられている。このカラーフィルタ層１２１は、隣接するド
ット領域毎に赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の異なる色のカラーフィルタ１２１Ｒ，１２
１Ｇ，１２１Ｂが配置されており、隣接する３つのドット領域で１つの画素を構成する。
あるいは、反射表示と透過表示とで表示色の彩度が異なるのを補償すべく、反射表示領域
Ｒと透過表示領域Ｔとで色純度を変えたカラーフィルタを別個に設けてもよい。そして、
このカラーフィルタ層１２１の上には、ＩＴＯ等の透明導電膜からなる上電極１２３と垂
直配向膜１２４とが順次形成されている。
【００３２】
　また、下基板１１０の外面側、及び、上基板１２０の外面側には、それぞれ基板側から
位相差板（円偏光入射手段）１１５，１２５、偏光板１１６，１２６が設けられている。
位相差板１１５，１２５は可視光の波長に対して略１／４波長の位相差を持つものであり
、この位相差板１１５，１２５と偏光板１１６，１２６との組み合わせにより基板１１０
側及び基板１２０側の双方から液晶層１３０に円偏光が入射されるようになっている。ま
た、基板１１０の外面側にあたる液晶セルの外側には、光源１５１，リフレクタ１５２，
導光板１５３，反射板１５４等を有するバックライト１５０が設置されている。
【００３３】
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　次に、図４，図５に基づいて本液晶表示装置の動作について説明する。図４（ａ），図
４（ｂ）はそれぞれ電圧印加状態における図２のＡ－Ａ′線及びＢ－Ｂ′線に沿う位置の
液晶の配向状態を示す図である。なお、図４では電極１１３，１２３のエッジ部１１３ａ
，１２３ａに生じる斜め電界を一点鎖線で示している。
【００３４】
　上述の構成において電極１１３，１２３間に電圧を印加すると、領域Ｅ１近傍に位置す
る液晶分子Ｌは、図４（ａ）に示すように、下電極１１３のエッジ部１１３ａに生じる斜
め電界によりこのエッジ部１１３ａから電極中央部（即ちドット中央部）に向けて傾斜配
向する。そして、周囲の液晶分子Ｌはそれに倣ってドット中央部に向けて傾斜配向される
。同様に、領域Ｅ２近傍に位置する液晶分子Ｌは、図４（ｂ）に示すように、上電極１２
３のエッジ部１２３ａに生じる斜め電界によりこのエッジ部１２３ａから電極中央部（即
ちドット中央部）に向けて傾斜配向し、それに倣って周囲の液晶分子Ｌがドット中央部に
向けて傾斜配向される。
【００３５】
　このため、図５に示すように、例えば領域Ｅ１を挟んでＸ方向に隣接するドット領域Ｐ
１，Ｐ２では、それぞれの透過表示領域Ｔに位置する液晶分子Ｌは互いに逆向きに傾斜配
向することとなる。同様のことは反射表示領域Ｒでも生じ、ドット領域Ｐ１，Ｐ２のそれ
ぞれの反射表示領域Ｒに位置する液晶分子Ｌは互いに逆向きに傾斜配向される。
【００３６】
　すなわち、ドット領域Ｐ１，Ｐ２によって構成された１つのグループ領域内の透過表示
領域Ｔ及び反射表示領域Ｒは共に配向分割された状態となる。同様に、領域Ｅ２を挟んで
Ｙ方向に隣接する２つのドット領域からなるグループ領域内の透過表示領域Ｔ及び反射表
示領域Ｒも共に配向分割された状態となる。
【００３７】
　このように本実施形態では、電極の形成されないドット間の領域を従来の電極スリット
とみなし、電圧印加時にドットのエッジに生じる斜め電界の作用により液晶の配向方向を
制御している。このため、電極スリット等を別途設ける従来のものに比べて開口率が高く
高輝度，高コントラストな表示が可能となる。特に本実施形態では、隣接するドットの透
過表示領域Ｔ同士又は反射表示領域Ｒ同士をドット間の領域Ｅ１又はＥ２を挟んで対置し
ているため、上述のように電圧印加状態においてこれらの領域Ｔ，Ｒの液晶分子Ｌを互い
に逆向きに倒すことができる。これにより、液晶層１３０は領域Ｅ１又はＥ２を挟んで２
ドットに跨る領域で配向分割された状態となり、広視野角な表示が実現される。つまり、
隣接する２つのドット領域では略同じ表示が行なわれるため、これらを擬似的に１つのド
ットのように扱うことができるが、本実施形態では、この擬似的に設定された１つのドッ
ト領域内の液晶を２方向に配向分割できるため、視野角特性を向上できる。
【００３８】
　また、本実施形態では液晶層厚調整層１１２によって反射表示領域Ｒと透過表示領域Ｔ
との液晶層厚を異ならせているため、反射表示領域Ｒにおけるリタデーションと透過表示
領域Ｔにおけるリタデーションとを十分に近づけることができる、若しくは略等しくする
ことができ、これによりコントラストの向上を図ることができる。特に本実施形態では液
晶層厚調整層１１２に傾斜面１１２ａを設けているため、傾斜面近傍の液晶分子に対して
この傾斜角度に応じたプレチルトを付与することが可能となる。このため、この傾斜面近
傍の液晶の傾倒に合わせて周囲の液晶の傾倒方向が規定されることで、配向乱れ（ディス
クリネーション）が無秩序に生じることを防止でき、ザラツキ感の少ない鮮明な表示を実
現できる。
【００３９】
［変形例］
　次に、図６，図７（ａ） ,（ｂ）を参照しながら上記第１実施形態の変形例に係る液晶
表示装置について説明する。図６，図７（ａ） ,（ｂ）はそれぞれ上記第１実施形態の第
１変形例，第２変形例 ,第３変形例に係る液晶表示装置における液晶の配向状態を示す平
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面図であり、図５に対応する図である。これらの変形例は、上記第１実施形態において反
射膜及び液晶層厚調整層の配置を変形したものである。なお、本変形例において上記第１
実施形態と同様の部材については同じ符号を付し、その説明を省略する。
【００４０】
　まず、図６を参照しながら第１変形例について説明する。
　図６（ａ）に示すように、本変形例では、反射膜１１１′はＸ方向に延在して設けられ
るとともにＹ方向に複数配列形成されている。この反射膜１１１′のＹ方向の幅は、透過
表示領域Ｔと反射表示領域Ｒの開口比率に応じて任意に設定できるが、本変形例では例え
ば上電極１２３のＹ方向の幅の半分程度に設定されている。
【００４１】
　また、本変形例では、Ｙ方向に隣接するドット領域の透過表示領域Ｔ同士又は反射表示
領域Ｒ同士が領域Ｅ２を挟んで対置されるように、反射膜１１１′は領域Ｅ２を挟む位置
に対を成して形成されている。つまり、領域Ｅ２を挟んでＹ方向に隣接する２つのドット
領域を擬似的に１つのグループ領域とみた場合に、下基板１１０にはこのグループ領域が
領域Ｅ１及び領域Ｅ２を挟んでＸ方向及びＹ方向に複数配列形成された状態となっており
、各グループ領域のＹ方向における両端部にそれぞれ反射膜１１１′が配置されている。
これにより、グループ領域のＹ方向における中央部には領域Ｅ２を挟む位置に２つの透過
表示領域Ｔが形成され、グループ領域のＹ方向における両側部には２つの反射表示領域Ｒ
が形成される。
【００４２】
　そして、基板１１０には、反射表示領域Ｒにおける液晶層厚が透過表示領域Ｔの液晶層
厚の半分程度となるように、この反射表示領域Ｒに対応する位置に液晶層厚調整層１１２
′が液晶層１３０側に突出して設けられている。
　これ以外は上記第１実施形態と同様である。
【００４３】
　したがって、本変形例でも上記第１実施形態と同様に、電極スリットや突起を別途設け
ることなく高輝度，高コントラスト，広視野角な表示を実現できる。また、本変形例では
、透過表示領域Ｔ及び反射表示領域Ｒを略矩形のドット領域の長辺側の端辺に沿って配置
しているため、これらの領域Ｔ，Ｒをドット領域の短辺に沿って配置した上記第１実施形
態のものに比べてディスクリネーションの発生をより効果的に防止できる。
【００４４】
　つまり、本発明のようにドット周縁部に生じる斜め電界を利用して液晶の配向制御を行
なう場合には、ドット領域の端辺に面する液晶分子の割合を大きくすることで配向規制力
を高めることができる。特に本変形例では第１実施形態のものに比べて長辺側に面する液
晶分子の割合を大きくし短辺側に面する液晶分子の割合を小さくしているため、短辺側の
斜め電界の影響を極力小さくでき、液晶分子Ｌに作用する配向規制方向を概ね一方向（即
ち、長辺側の斜め電界による配向規制方向）とすることができる。配向規制方向が２方向
ある場合にはそれらの境界部分にディスクリネーションが生じるが、本変形例ではこのよ
うなディスクリネーションが生じにくくなるため、よりザラツキ感の少ない鮮明な表示が
得られる。
【００４５】
　なお、上述の構成では、Ｘ方向に並んだ複数のドット領域において透過表示領域Ｔと反
射表示領域Ｒの位置関係は全て同じであるが、図６（ｂ）に示すように、この位置関係を
Ｘ方向に隣接するドット領域の間で逆転させてもよい。すなわち、図６（ｂ）に示すよう
に、領域Ｅ１を挟んでＸ方向に隣接するドット領域において、反射膜１１１′′をこの隣
接方向（Ｘ方向）に対して左右交互に配置してもよい。この場合、反射表示領域Ｒに形成
される液晶層厚調整層１１２′′もＸ方向に隣接するドット領域に対して左右交互に配置
される。このような構成であっても同様の効果が得られる。
【００４６】
　次に、図７を参照しながら第２変形例について説明する。
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　本変形例では、反射膜１１１′′′は下電極１１３の中央部にＹ方向に延在して設けら
れるとともにＸ方向に複数配列形成されている。この反射膜１１１′′′のＸ方向の幅は
例えば下電極１１３のＸ方向の幅の半分程度に設定されている。これにより、１ドット領
域内には、下電極１１３のＸ方向における両側部に２つの透過表示領域Ｔが形成され、下
電極１１３のＸ方向における中央部に１つの反射表示領域Ｒが形成される。
【００４７】
　そして、基板１１０には、反射表示領域Ｒにおける液晶層厚が透過表示領域Ｔの液晶層
厚の半分程度となるように、この反射表示領域Ｒに対応する位置に液晶層厚調整層１１２
′が液晶層１３０側に突出して設けられている。
　これ以外は上記第１実施形態と同様である。
【００４８】
　したがって、本変形例でも上記第１実施形態と同様に、電極スリットや突起を別途設け
ることなく高輝度，高コントラスト，広視野角な表示を実現できる。また、本変形例では
、２箇所設けられた透過表示領域Ｔの液晶分子Ｌがそれぞれ下電極１１３のエッジ部に生
じる斜め電界によりドット中央部に向けて倒れるため、各透過表示領域Ｔの液晶は互いに
逆向きに傾斜配向されることとなる。このため、透過表示領域Ｔ内の液晶を１ドット領域
内で配向分割でき、より広視野角な表示が得られる。
【００４９】
　次に、図７（ｂ）を参照しながら第３変形例について説明する。
　本変形例では、反射膜１１１′′′は下電極１１３の上下端部にＹ方向に延在して設け
られるとともにＸ方向に複数配列形成されている。この反射膜１１１′′′のＸ方向の幅
は例えば下電極１１３のＸ方向の幅の半分程度に設定されている。これにより、１ドット
領域内には、下電極１１３のＸ方向における両側部に２つの反射表示領域Ｒ１、Ｒ２が形
成され、下電極１１３のＸ方向における中央部に１つの透過表示領域Ｔが形成される。
【００５０】
　そして、基板１１０には、反射表示領域Ｒ１、Ｒ２における液晶層厚が透過表示領域Ｔ
の液晶層厚の半分程度となるように、この反射表示領域Ｒ１、Ｒ２に対応する位置に液晶
層厚調整層１１２′が液晶層１３０側に突出して設けられている。
　これ以外は上記第１実施形態と同様である。
【００５１】
　したがって、本変形例でも上記第１実施形態と同様に、電極スリットや突起を別途設け
ることなく高輝度，高コントラスト，広視野角な表示を実現できる。また、本変形例では
、２箇所設けられた反射表示領域Ｒの液晶分子Ｌがそれぞれ下電極１１３のエッジ部に生
じる斜め電界によりドット中央部に向けて倒れるため、各反射表示領域Ｒの液晶は互いに
逆向きに傾斜配向されることとなる。また透過表示領域Ｔにおいても上下に配置される反
射表示領域Ｒ１、Ｒ２により配向が規定される。このため、透過表示領域Ｔ内、及び反射
表示領域Ｒ１、Ｒ２内の液晶を１ドット領域内で配向分割でき、より広視野角な表示が得
られる。
【００５２】
［第２実施形態］
　次に、図８～図１０を参照しながら本発明の第２実施形態に係る液晶表示装置について
説明する。図８は本実施形態の液晶表示装置の概略構成を示す斜視図、図９はその要部断
面図、図１０は液晶分子の配向状態を示す平面図である。
【００５３】
　まず、図８に基づいて本実施形態の液晶表示装置の概略構成について説明する。
　本実施形態の液晶表示装置はアクティブマトリクス型の液晶表示装置であり、ＴＦＴア
レイ基板である下基板２１０には略矩形の画素電極２１３が形成されており、これに対向
基板である上基板２２０には共通電極２２３が形成されている。画素電極２１３は下基板
２１０上にマトリクス状に複数配列形成されており、各画素電極２１３の形成領域がそれ
ぞれドット領域を構成する。そして、このドット領域がマトリクス状に配列して画像表示
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領域が構成される。なお、図８において画素電極の形成されない領域（画素間領域）の内
、Ｘ方向（画素電極２１３の短辺方向）に延在する画素間領域を符号Ｅ３で示し、Ｙ方向
（画素電極２１３の長辺方向）に延在する画素間領域を符号Ｅ４で示している。
【００５４】
　下基板２１０と画素電極２１３との間には反射膜２１１が設けられており、１ドット領
域においてこの反射膜２１１の形成された領域が反射表示領域Ｒとなり、それ以外の領域
が透過表示領域Ｔとなる（図１０参照）。この反射膜２１１はＸ方向に延在して設けられ
るとともにＹ方向に複数配列形成されており、上述の画素電極２１３は反射膜２１１を覆
う形で形成されている。なお、反射膜２１１のＹ方向の幅は透過表示領域Ｔと反射表示領
域Ｒの開口比率に応じて任意に設定できるが、透過表示領域Ｔと反射表示領域Ｒとを略同
じ大きさとする場合には、その幅は画素電極２１３の短辺の長さの半分程度に設定される
。
【００５５】
　また、本実施形態では、隣接するドット領域の透過表示領域Ｔ同士又は反射表示領域Ｒ
同士が領域Ｅ４を挟んで対置されるように、反射膜２１１は領域Ｅ４を挟む位置に対を成
して形成されている。つまり、１つの領域Ｅ４を挟んでＹ方向に隣接する２つのドット領
域を擬似的に１つのグループ領域とみた場合に、下基板２１０にはこのグループ領域が領
域Ｅ３及び領域Ｅ４を挟んでＸ方向及びＹ方向に複数配列形成された状態となっており、
各グループ領域の両側部にそれぞれ反射膜２１１が配置されている。これにより、グルー
プ領域のＹ方向における中央部には領域Ｅ４を挟む位置に２つの透過表示領域Ｔが形成さ
れ、グループ領域のＹ方向における両側部には２つの反射表示領域Ｒが形成される。
【００５６】
　また、上基板２２０と電極２２３との間には赤色，緑色，青色の各カラーフィルタ（図
９において、赤色及び緑色のカラーフィルタをそれぞれ符号２２１Ｒ，２２１Ｇで示す）
からなるカラーフィルタ層１２１が設けられている。これらのカラーフィルタは画素電極
２１３の形成位置に対応して複数配列形成されており、上述の共通電極２２３はカラーフ
ィルタ層２２１を覆う形で形成されている。
　また、下基板２１０の外面側にはバックライト２５０が配置されている。
【００５７】
　次に、図９に基づいて本液晶表示装置の断面構造について説明する。図９は図８のＣ－
Ｃ′線に沿う２ドットの断面図であり、上述したグループ領域の断面構造を示している。
　図９に示すように、下基板２１０とこれに対向配置された上基板２２０との間には、初
期配向状態が垂直配向状態を呈する誘電異方性が負の液晶からなる液晶層２３０が挟持さ
れている。
【００５８】
　ガラス，石英，プラスチック等の透光性部材からなる下基板２１０の上にはＡｌ，Ａｇ
等の高反射率の金属反射膜２１１が形成されている。上述したように、反射膜２１１の形
成領域が反射表示領域Ｒとなり、反射膜１１１の非形成領域が透過表示領域Ｔとなる。
【００５９】
　基板２１０の上には、反射表示領域Ｒにおける液晶層２３０の厚みを透過表示領域Ｔに
おける液晶層２３０の厚みの約半分とすべく、反射表示領域Ｒに対応する位置にアクリル
樹脂等の有機膜からなる絶縁膜（液晶層厚調整層）２１２が形成されている。この絶縁膜
２１２は、反射表示領域Ｒと透過表示領域Ｔとの境界付近において、自身の層厚が連続的
に変化するべく傾斜面２１２ａを有している。絶縁膜２１２の上部の平坦面の縁と反射膜
２１１（反射表示領域）の縁とは略一致しており、傾斜面２１２ａは透過表示領域Ｔに含
まれる。
　そして、絶縁膜２１２の表面を含む基板２１０の表面には、ＩＴＯ等の透明導電膜から
なる画素電極２１３と垂直配向膜２１４とが順次形成されている。
【００６０】
　一方、ガラス，石英，プラスチック等の透光性部材からなる上基板２２０の内面側には
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カラーフィルタ層２２１が設けられている。このカラーフィルタ層１２１は、隣接するド
ット領域毎に赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の異なる色のカラーフィルタが配置されてお
り、隣接する３つのドット領域で１つの画素を構成する。あるいは、反射表示と透過表示
とで表示色の彩度が異なるのを補償すべく、反射表示領域Ｒと透過表示領域Ｔとで色純度
を変えたカラーフィルタを別個に設けてもよい。そして、このカラーフィルタ層２２１の
上には、ＩＴＯ等の透明導電膜からなる共通電極２２３と垂直配向膜２２４とが順次形成
されている。
　なお、本実施形態では、下基板２１０がＴＦＴアレイ基板として構成されるが、図９で
は、スイッチング素子としてのＴＦＴや各種配線についての図示は省略している。
【００６１】
　また、下基板２１０の外面側、及び、上基板２２０の外面側には、それぞれ基板側から
位相差板（円偏光入射手段）２１５，２２５、偏光板２１６，２２６が設けられている。
位相差板２１５，２２５は可視光の波長に対して略１／４波長の位相差を持つものであり
、この位相差板２１５，２２５と偏光板２１６，２２６との組み合わせにより基板２１０
側及び基板２２０側の双方から液晶層２３０に円偏光が入射されるようになっている。
【００６２】
　上述の構成において電極２１３，２２３間に電圧を印加すると、領域Ｅ４近傍に位置す
る液晶分子Ｌは、図９に示すように、画素電極２１３のエッジ部２１３ａに生じる斜め電
界（図９において一点鎖線で示す）の作用によりこのエッジ部２１３ａから電極中央部（
即ちドット中央部）に向けて傾斜配向する。そして、周囲の液晶分子Ｌはそれに倣ってド
ット中央部に向けて傾斜配向される。同様のことが領域Ｅ３近傍でも生じる。
　すなわち、領域Ｅ４を挟んでＹ方向に隣接する２つのドット領域からなるグループ領域
内の透過表示領域Ｔ及び反射表示領域Ｒは共に配向分割された状態となる。同様に、領域
Ｅ３を挟んでＸ方向に隣接する２つのドット領域からなるグループ領域内の透過表示領域
Ｔ及び反射表示領域Ｒも共に配向分割された状態となる。
【００６３】
　このように本実施形態では、画素電極２１３のエッジ部２１３ａの斜め電界を利用する
ことで液晶層２３０を領域Ｅ３又はＥ４を挟んで２ドットに跨る領域で配向分割でき、こ
れにより、電極スリットや突起を別途設けることなく高輝度，高コントラスト，広視野角
な表示を実現できる。また、本実施形態では、透過表示領域Ｔ及び反射表示領域Ｒを略矩
形のドット領域の長辺側の端辺に沿って配置しているため、画素電極２１３の短辺側のエ
ッジ部に生じる斜め電界の影響は、長辺側に生じる斜め電界の影響に比べて十分に小さく
なり、各表示領域Ｔ，Ｒ内の液晶分子Ｌに作用する配向寄生方向は概ね一方向（即ち、長
辺側の斜め電界に起因した配向方向）となる。このため、２つの配向規制力が干渉するこ
とに起因するディスクリネーションの発生が防止され、ザラツキ感の少ない鮮明な表示が
得られる。
【００６４】
［変形例］
　次に、図１１～図１８を参照しながら上記第２実施形態の変形例に係る液晶表示装置に
ついて説明する。なお、本変形例において上記第２実施形態と同様の部材については同じ
符号を付し、その説明を省略する。
【００６５】
　まず、図１１を参照しながら上記第２実施形態の第１変形例について説明する。図１１
は本変形例に係る液晶表示装置における液晶の配向状態を示す平面図であり、図１０に対
応する図である。
【００６６】
　本変形例は上記第２実施形態における１ドット領域内の透過表示領域Ｔと反射表示領域
Ｒの配置関係を変形したものである。すなわち、上記第２実施形態の構成では、Ｘ方向に
並んだ複数のドット領域において透過表示領域Ｔと反射表示領域Ｒの位置関係は全て同じ
であるが、本変形例では、この位置関係をＸ方向に隣接したドット領域の間で逆転させた
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構造となっている。すなわち、本変形例では、領域Ｅ３を挟んで隣接するドット領域に対
して反射膜２１１′を左右交互に配置し、これに合わせて液晶層厚調整層２１２′も領域
Ｅ３を挟んで隣接するドット領域に対して左右交互に配置する。
　　これ以外は上記第２実施形態と同様である。
　このような構成であっても上記第２実施形態と同様の効果が得られる。
【００６７】
　次に、図１２（ａ）を参照しながら上記第２実施形態の第２変形例について説明する。
図１２（ａ）は本変形例に係る液晶表示装置における液晶の配向状態を示す平面図であり
、図１０に対応する図である。
【００６８】
　本変形例では、１ドット領域内において反射表示領域Ｒを略矩形のドット領域の３つの
端辺に沿って平面視コ字形に設け、透過表示領域Ｔを残りの１つの端辺に沿って配置して
いる。すなわち、本変形例では、領域Ｅ４に面する位置に透過表示領域Ｔを１箇所配置し
、これを取り囲むように反射膜２１１′′を残りの３つの端辺に面する位置に平面視コ字
形に形成し、更にこの上に液晶層厚調整層２１２′′を形成している。
【００６９】
　また、本変形例では、透過表示領域Ｔと反射表示領域Ｒの配置関係をＹ方向に隣接する
ドット領域の間で互いに逆転させており、これにより、領域Ｅ３を挟んでＸ方向に隣接す
る２つのドット領域内で（即ち、これらのドット領域からなる１つのグループ領域内で）
液晶の配向分割を実現している。具体的には、領域Ｅ３を挟んでＸ方向に隣接する２つの
ドット領域の透過表示領域Ｔ同士又は反射表示領域Ｒ同士が、これらのドット領域の隣接
する方向（Ｘ方向）に対して左側及び右側となる位置に対向して設けられている。
　これ以外は上記第２実施形態と同様である。
【００７０】
　この構成では、Ｘ方向に隣接する一方のドット領域における、上記隣接方向（Ｘ方向）
に対して左側に位置する端辺に設けられた透過表示領域Ｔと、他方のドット領域における
上記隣接方向に対して右側に位置する端辺に設けられた透過表示領域Ｔでは、液晶の傾倒
方向が互いに逆向きとなる。これにより、これらの透過表示領域Ｔ同士の間で配向分割が
実現され、広視野角な表示が得られる。
【００７１】
　また、本変形例では、透過表示領域Ｔの液晶分子Ｌはドット領域の１端辺、特に長辺側
の端辺にのみ面することとなるため、液晶分子が配向規制方向の異なる長辺側及び短辺側
の双方の端辺に面する場合に比べて、配向乱れが一層生じにくくなる。
【００７２】
　なお、図１２（ａ）では、透過表示領域Ｔと反射表示領域Ｒの配置関係はＹ方向に隣接
するドット領域の間で全て同じ関係となっているが、これをＹ方向に隣接するドット領域
の間で互いに逆転させてもよい。これにより、領域Ｅ４を挟んでＹ方向に隣接する２つの
ドット領域内で（即ち、これらのドット領域からなる１つのグループ領域内で）液晶の配
向分割を実現することができる。
【００７３】
　次に、図１２（ｂ）を参照しながら上記第２実施形態の第３変形例について説明する。
図１２（ｂ）は本変形例に係る液晶表示装置における液晶の配向状態を示す平面図であり
、図１０に対応する図である。
【００７４】
　本変形例では、１ドット領域内において透過表示領域Ｔを略矩形のドット領域の３つの
端辺に沿って平面視コ字形に設け、反射表示領域Ｒを残りの１つの端辺に沿って配置して
いる。すなわち、本変形例では、領域Ｅ４に面する位置に反射表示領域Ｒを１箇所配置し
、その反射領域Ｒに反射膜２１１′′′を形成し、更にこの上に液晶層厚調整層２１２′
′′を形成している。また透過領域Ｔは反射領域Ｒを取り囲むように残りの３つの端辺に
面する位置に平面視コ字形に形成している。
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【００７５】
　また、本変形例では、透過表示領域Ｔと反射表示領域Ｒの配置関係をＹ方向に隣接する
ドット領域の間で互いに逆転させており、これにより、領域Ｅ３を挟んでＸ方向に隣接す
る２つのドット領域内で（即ち、これらのドット領域からなる１つのグループ領域内で）
液晶の配向分割を実現している。具体的には、領域Ｅ３を挟んでＸ方向に隣接する２つの
ドット領域の透過表示領域Ｔ同士又は反射表示領域Ｒ同士が、これらのドット領域の隣接
する方向（Ｘ方向）に対して左側及び右側となる位置に対向して設けられている。
　これ以外は上記第２実施形態と同様である。
【００７６】
　この構成では、Ｘ方向に隣接する一方のドット領域における、上記隣接方向（Ｘ方向）
に対して左側に位置する端辺に設けられた反射表示領域Ｒと、他方のドット領域における
上記隣接方向に対して右側に位置する端辺に設けられた反射表示領域Ｒでは、液晶の傾倒
方向が互いに逆向きとなる。またこれら反射領域に隣接される透過領域においても反射領
域の液晶分子のチルト、及び領域Ｅ３、Ｅ４の影響により１ドット内が略３つの異なる方
向に倒れることになる。これにより、これらの反射表示領域Ｒ同士の間で配向分割が実現
され、更に透過領域Ｔにおいては１ドット内で配向分割が実現され広視野角な表示が得ら
れる。
【００７７】
　なお、図１２（ｂ）では、透過表示領域Ｔと反射表示領域Ｒの配置関係はＹ方向に隣接
するドット領域の間で全て同じ関係となっているが、これをＹ方向に隣接するドット領域
の間で互いに逆転させてもよい。これにより、領域Ｅ４を挟んでＹ方向に隣接する２つの
ドット領域内で（即ち、これらのドット領域からなる１つのグループ領域内で）液晶の配
向分割を実現することができる。
【００７８】
　次に、図１３を参照しながら上記第２実施形態の第３変形例について説明する。図１３
は本変形例に係る液晶表示装置における液晶の配向状態を示す平面図であり、図１０に対
応する図である。
【００７９】
　図１３（ａ）に示すように、本変形例では、１ドット領域内において反射表示領域Ｒを
略矩形のドット領域のＹ方向中央部に設け、透過表示領域Ｔを領域Ｅ４に面する位置に２
箇所設けている。すなわち、本変形例では、領域Ｅ４に面するドット領域の２つの端辺に
沿って透過表示領域Ｔを２箇所設け、これを取り囲むようにドット中央部に反射膜２１１
′′′を平面視Ｉ字形に形成し、更にこの上に液晶層厚調整層２１２′′′を形成してい
る。
　これ以外は上記第２実施形態と同様である。
　この構成では、１ドット領域内に液晶の傾倒方向の異なる２つのドメインが形成される
ことで配向分割が実現される。このため、本変形例では上記第２実施形態よりも一層広視
野角な表示が得られる。
【００８０】
　なお、上述の構成では、透過表示領域Ｔをドット領域の２端辺、特に２つの長辺に沿う
位置に配置したが、図１３（ｂ）に示すように、透過表示領域Ｔをドット領域の２つの短
辺に沿って配置してもよい。しかし、この構成では配向規制力が図１３（ａ）の構成に比
べて小さくなるため、配向乱れを防止する観点からは透過表示領域Ｔを長辺側の端辺に設
けることが好ましい。
【００８１】
　図１４（ａ）に示すように、本変形例では、１ドット領域内において透過表示領域Ｔを
略矩形のドット領域のＹ方向中央部に設け、反射表示領域Ｒを領域Ｅ４に面する位置に２
箇所設けている。すなわち、本変形例では、領域Ｅ４に面するドット領域の２つの端辺に
沿って反射表示領域Ｒを２箇所設け、この反射領域上に反射膜２１１′′′を設け、更に
この上に液晶層厚調整層２１２′′′を形成している。またこの反射領域Ｒを取り囲むよ
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うにドット中央部に平面視Ｉ形に透過領域Ｔを設けている。
　これ以外は上記第２実施形態と同様である。
　この構成では、反射領域Ｒ、及び透過領域Ｔにおいて１ドット領域内に液晶の傾倒方向
の異なる２つのドメインが形成されることで配向分割が実現される。このため、本変形例
では上記第２実施形態よりも一層広視野角な表示が得られる。
【００８２】
　なお、上述の構成では、反射表示領域Ｒをドット領域の２端辺、特に２つの長辺に沿う
位置に配置したが、図１４（ｂ）に示すように、反射表示領域Ｒをドット領域の２つの短
辺に沿って配置してもよい。しかし、この構成では配向規制力が図１４（ａ）の構成に比
べて小さくなるため、配向乱れを防止する観点からは反射表示領域Ｒを長辺側の端辺に設
けることが好ましい。
【００８３】
　次に、図１５（ａ）を参照しながら上記第２実施形態の第４変形例について説明する。
図１５（ａ）は本変形例に係る液晶表示装置における液晶の配向状態を示す平面図であり
、図１０に対応する図である。
【００８４】
　本変形例では、１ドット領域内において反射表示領域Ｒを略矩形のドット領域の中央部
に設け、透過表示領域Ｔをこのドット領域の４つの端辺に沿って４箇所設けている。すな
わち、本変形例では、ドット領域の４つの端辺においてそれぞれ領域Ｅ３，Ｅ４に面する
位置に透過表示領域Ｔを４箇所設け、これを取り囲むようにドット中央部に反射膜２１１
′′′′を平面視Ｘ字形に形成し、更にこの上に液晶層厚調整層２１２′′′′を形成し
ている。
　これ以外は上記第２実施形態と同様である。
　この構成では、１ドット領域内に傾倒方向の異なる４つのドメインが形成されることで
配向分割が実現される。このため、本変形例では上記第２実施形態よりも一層広視野角な
表示が得られる。
【００８５】
　次に、図１５（ｂ）を参照しながら上記第２実施形態の第５変形例について説明する。
図１５（ｂ）は本変形例に係る液晶表示装置における液晶の配向状態を示す平面図であり
、図１０に対応する図である。
【００８６】
　本変形例では、１ドット領域内において透過表示領域Ｔを略矩形のドット領域の中央部
に設け、反射表示領域Ｒをこのドット領域の４つの端辺に沿って４箇所設けている。すな
わち、本変形例では、ドット領域の４つの端辺においてそれぞれ領域Ｅ３，Ｅ４に面する
位置に反射表示領域Ｒを４箇所設け、その反射領域Ｒ内に反射膜２１１′′′′を設け、
更にこの上に液晶層厚調整層２１２′′′′を形成し、これを取り囲むようにドット中央
部に透過領域Ｔを平面視Ｘ字形に形成している。
　　これ以外は上記第２実施形態と同様である。
　この構成では、１ドット領域内に傾倒方向の異なる４つのドメインが形成されることで
配向分割が実現される。このため、本変形例では上記第２実施形態よりも一層広視野角な
表示が得られる。
【００８７】
　次に、図１６～図１８を参照しながら上記第２実施形態の第６変形例について説明する
。図１６は本変形例に係る液晶表示装置の概略構成を示す斜視図、図１７はその液晶の配
向状態を示す平面図で図１０に対応する図、図１８はその動作を説明するための図で図１
７のＤ－Ｄ′線に沿う断面図である。
【００８８】
　本変形例は共通電極に開口部を設けて液晶の配向制御力を高めたものである。すなわち
、本変形例では、共通電極２２３′においてドット間の領域Ｅ４に対向する位置にスリッ
ト状の開口部２２３ａが設けられている。この開口部２２３ａは、Ｘ方向に隣接する２つ
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の透過表示領域Ｔの間の領域に設けられ、主に透過表示の配向制御に寄与する。また、開
口部２２３ａのＸ方向の幅ｄ２はドット間領域Ｅ４の幅（即ち、Ｘ方向における画素電極
間の距離）ｄ１よりも広く、開口部２２３ａはこれら２つの透過表示領域Ｔに一部平面的
に重なるように配置されている。
【００８９】
　このような構成において電極２１３，２２３′間に電圧を印加すると、図１８に示すよ
うに、領域Ｅ２には画素電極２１３のエッジ部２１３ａから共通電極２２３′に設けた開
口部２２３ａのエッジ部に向かう斜め電界（図１８において一点鎖線で示す）が生じる。
これにより、透過表示領域Ｔ内の液晶分子Ｌはドット中央部から領域Ｅ４に向けて傾斜配
向し、ディスクリネーションの発生領域が非画素領域である領域Ｅ４に固定される。
【００９０】
　したがって、本変形例によれば、共通電極２２３′に開口部２２３ａを設けることで配
向制御力を高めることができる他、ディスクリネーションの発生領域を非画素領域に固定
することで、より明るく鮮明な表示を実現できる。
【００９１】
　なお、本変形例では従来のものと同様に電極スリット（開口部２２３ａ）を用いて配向
制御しているが、このような開口部２２３ａは段差（液晶層厚調整層）の配置されない対
向基板側に形成されるため、断線等の問題を生じない。また、開口部２２３ａ位置が非画
素領域に設けられているため、透過率の低下を招くこともない。
　また、上述の構成では共通電極に開口部２２３ａを設けたが、この代わりに、上記開口
部２２３ａの位置に図１９に示すような突起２２３ｂを設けてもよい。この構成でも同様
の効果が得られる。
【００９２】
［電子機器］
　次に、本発明の上記実施の形態の液晶表示装置を備えた電子機器の具体例について説明
する。
　図２０は、携帯電話の一例を示した斜視図である。図２０において、符号５００は携帯
電話本体を示し、符号５０１は上記液晶表示装置を用いた表示部を示している。
　図２０に示す電子機器は、上記実施の形態の液晶表示装置を用いた表示部を備えている
ので、使用環境によらずに明るく、コントラストが高く、広視野角の液晶表示部を備えた
電子機器を実現することができる。
【００９３】
　なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
　例えば、上記実施形態及び変形例では、位相差板を単板で構成したが、この代わりに、
１／２波長板と１／４波長板との積層体として構成してもよい。この積層体は広帯域円偏
光板として機能し、黒表示をより無彩色化できる。さらに、この積層体に負のＣプレート
を積層させることで更に広視野角化を図ることもできる。なお、Ｃプレートとは膜厚方向
に光軸を有する位相差板である。
【００９４】
　さらに、上記第２実施形態ではＴＦＴをスイッチング素子としたアクティブマトリクス
型液晶表示装置に本発明を適用した例を示したが、薄膜ダイオード（ Thin Film Diode,Ｔ
ＦＤ）スイッチング素子としたアクティブマトリクス型液晶表示装置に本発明を適用する
ことも可能である。その他、各種構成要素の材料、寸法、形状等に関する具体的な記載は
、適宜変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明の第１実施形態の液晶表示装置の概略構成斜視図。
【図２】同、液晶表示装置の要部平面図である。
【図３】同、液晶表示装置の要部断面図である。
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【図４】同、液晶表示装置の動作を説明するための断面図である。
【図５】同、液晶表示装置の液晶の配向状態を示す平面図である。
【図６】第１実施形態の変形例における液晶の配向状態を示す平面図。
【図７】第１実施形態の変形例における液晶の配向状態を示す平面図。
【図８】本発明の第２実施形態の液晶表示装置の概略構成斜視図。
【図９】同、液晶表示装置の要部断面図である。
【図１０】同、液晶表示装置の液晶の配向状態を示す平面図である。
【図１１】第２実施形態の変形例における液晶の配向状態を示す平面図。
【図１２】第２実施形態の変形例における液晶の配向状態を示す平面図。
【図１３】第２実施形態の変形例における液晶の配向状態を示す平面図。
【図１４】第２実施形態の変形例における液晶の配向状態を示す平面図。
【図１５】第２実施形態の第４変形例、第５変形例における液晶の配向状態を示す平面図
。
【図１６】第２実施形態の変形例の液晶表示装置の概略構成斜視図。
【図１７】同、液晶表示装置の液晶の配向状態を示す平面図である。
【図１８】同、液晶表示装置の動作を説明するための断面図である。
【図１９】同、液晶表示装置の動作を説明するための断面図である。
【図２０】本発明の電子機器の一例を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００９６】
　１１０，２１０…下基板、１２０，２２０…上基板、１３０，２３０…液晶層、１１１
，１１１′，１１１′′，１１１′′′，２１１，２１１′、２１１′′，２１１′′′
，２１１′′′′…反射膜、１１２，１１２′，１１２′′，２１２，２１２′，２１２
′′，２１２′′′，２１２′′′′…液晶層厚調整層、５００…電子機器、Ｌ…液晶分
子、Ｐ１，Ｐ２…ドット領域、Ｒ…反射表示領域、Ｔ…透過表示領域。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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